
　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成３１年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
3. 民生費 7. 児童扶養手当システム改修事業

3. 児童福祉費

2. 児童措置費 児童青少年課

（佐倉市）　　

第１章
思いやりと希望にみちたまちづくり 6,875

平成28年度 0

臨時 単独 計画 0 0 0 基本施策３
子育て支援の充実 平成29年度 0

平成30年度 0

施策６
子育てに係る経済的負担の軽減を推進します 平成31年度 6,875

平成32年度 0

0

6,875 6,875

児童扶養手当法の改正に対応するため、システム改修を 児童扶養手当法の改正に適切に対応します。 児童扶養手当の支給回数が年3回から年6回に変更される

委託します。 ことにより、受給世帯の収入が平準化され、家計の安定が図られます。

（改正内容）

①児童扶養手当の支払期月を現行の年3回（4月、8月、12月）から毎年1

月、3月、5月、7月、9月、11月の6回とする。（H31.11支払分から変更

）

②児童扶養手当の支給制限の適用期間等を現行の8月から翌年7月までか

13 6,875 0 6,875

差引一般財源 0 6,875 0 6,875


